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・私立学校

の校長

市町村教育委員会
市町村教育委員会

義務教育諸学校用教科書の採択のしくみ

①書目の届出
（※１）

②目録の送付

⑥開催

⑤指導
助言
援助

③見本の送付

⑦採択

②目録の送付

④諮問・答申

※２ 採択地区協議会は法令上設けなければならないもの。括弧書きの組織等は任意的に設けられるもの。

※３ 共同採択地区は、2以上の市町村から構成される採択地区である。

※１ ○番号は採択の流れを示す。
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教科用図書採択制度について 

 

１　県教育委員会の指導、助言又は援助によって、市町村教育委員及び義務教育諸学校の

校長の行う採択に関する事務について、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うこと

となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無償措置法　第１０条、第１３条） 

 

２　採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、関係市町村の教育委員

会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。 

（無償措置法　第１３条） 

（１）指導、助言又は援助 

県教育委員会の行う指導、助言又は援助は、採択に関する事務すべてであり、指導、

助言又は援助を行おうとするときは、あらかじめ「教科用図書選定審議会」の意見を

きかなければならないとされている。　　　　　（無償措置法　第１０条、第１１条） 

　［　県教育委員会による諮問  

　　　　　→　選定審議会による答申 

　　　　　　　　　　→県教育委員会による指導、助言又は援助　］ 

　　　その重要事項は、次のものがあげられる。 

　　　ア　採択基準の作成 

　　　イ　選定に必要な資料の作成 

　　　ウ　その他指導、助言又は援助に関する重要事項 

（無償措置法施行令　第８条） 

（２）採択基準 

教科用図書の採択をするにあたっての一般的な基準であり、教科書を採択するにあ

たって参考となるものである。 

（３）選定に必要な資料 

「採択基準」が一般的な採択の指針、又は手続き方法等の準則を示すものであるの

に対し、採択権者が教科書を採択するにあたっての基礎資料である。具体的には、採

択の対象となる全教科種目について、選定に必要な基本的な観点を定め、観点ごとに

特徴等について簡潔に叙述したものである。 

（４）協議 

採択地区内の市町村教育委員会が種目ごとに同一の教科用図書を採択するための協

議である。千葉市、船橋市、市原市を除く各採択地区においては、採択地区協議会を

設置し、規約に基づき、各市町村教育委員会が種目ごとに同一の教科用図書を採択す

るために協議し連絡調整を図るものである。そのため、各市町村教育委員会は、各市

町村教育委員会の意向が十分に反映されるように配慮するとともに、この協議の結果

を尊重するよう、あらかじめ適当な措置を講じておくことが必要である。
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３　採択の時期（無償措置法施行令　第１４条） 

（１）教科用図書の採択は、使用年度の前年度の８月３１日までに行われなければならない。

（２）９月１日以降に新たに教科書を採択する必要が生じたときは、すみやかに教科用

　　図書の採択を行わなければならない。（県教委の助言を受けて行う） 

 

４　採択する教科書 

（１）学校教育法附則第９条第１項に規定する教科用図書を除き、教科書目録に登載され

　　たもののうちから採択を行わなければならない。（無償措置法第１３条） 

（２）採択の期間（無償措置法第１４条、同施行令第１５条） 

 　　・毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択

 　　・同一の教科用図書を採択する期間は４年間（附則９条本を除く）
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令和８年度 義務教育諸学校の教科書採択について 

 

１ 県教育委員会の役割 

（１）市町村教育委員会の行う採択事務に関する適切な指導、助言又は援助を行わなけれ

ばならない。（無償措置法第１０条） 

（２）（１）を行おうとするときは、予め「教科用図書選定審議会」を置き、意見を聞かな

ければならない。（同法１１条） 

（３）県内の区域に、市町村の区域又はいくつかの区域を併せた地域に「教科用図書採択

地区」を設定しなければならない。（同法１２条） 

（４）県立中学校の教科書を採択すること。（同法１３条） 

 

２ 採択の時期 

教科書を使用する前年度の、８月３１日までに行う。（同法施行令第１４条） 

 

３ 同一教科書を採択する期間 

同一の教科用図書を採択する期間は、学校教育法附則第９条第１項に規定する教科用

図書を採択する場合を除き、４年とする。（同法施行令１５条） 

※令和８年度の採択は令和７年度に採択した教科用図書と同一の採択をする期間 

 

４ 採択のサイクル 
 直近の採択替え 使用期間 次回検定年度 次回採択替え 

小学校 Ｒ５ Ｒ６・７・８・９ Ｒ８ Ｒ９ 

中学校 Ｒ６ Ｒ７・８・９・10 Ｒ９ Ｒ１０ 

※学校教育法附則第９条第１項に規定される教科用図書（一般図書）は毎年度採択替え

できる（同法１３条） 

 

【参考】採択周期表 

 

 

 

 

 

 

 

 

・〔◎検定 △採択 ○使用開始〕は「全教科」小・中学校は原則として４年ごと 

・〔▲「特別の教科 道徳」の教科書の初めての採択が行われる年度〕 

・〔●「特別の教科 道徳」の教科書の使用開始年度〕 

・太線以降は、学習指導要領改訂後の教育課程によるもの 4



 

令和８年度 教科書採択の流れ 

 
 

１ ４月１６日 第１回教育委員会会議 

  （議案）令和８年度千葉県教科用図書選定審議会委員の任命について 

 

 
２ 千葉県教科用図書選定審議会と県教育委員会の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

各市町村教育委員会に通知 

 
３ 県立中学校の教科書採択 

 

８月１９日 第５回教育委員会会議 

（議案）令和９年度使用千葉県立千葉中学校教科書の採択について 
（議案）令和９年度使用千葉県立東葛飾中学校教科書の採択について 

  ※前年と同様の採択[４年間のうちの３年目]（無償措置法施行令第 15条） 

 

 
《参考》 

無償措置法 

第１４条 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎

年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。 

同条施行令 

第１５条 法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間（以下この条において「採択期間」とい

う。）は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）附則第九条第一項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、

四年とする。 

２ 採択期間内において採択した教科用図書（以下この条において「既採択教科用図書」という。）の発行が行われない

こととなつた場合その他の文部科学省令で定める場合には、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択するこ

とができる。 

３ 前項に規定する場合（教育課程の基準の変更に伴い既採択教科用図書の発行が行われないこととなつた場合を除く。）

において、新たに採択する教科用図書についての採択期間は、第一項の規定にかかわらず、既採択教科用図書について

の採択期間から文部科学省令で定める期間を控除した期間とする。 

 

県
教
育
委
員
会(

教
育
長) 

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会 

専門調査員会 

（5/1,7,12,18 計４回） 

予備日 5/22 

○市町村教委等における採択の

ための「選定資料」を作成 

・附則９条本（特別支援学校、 

特別支援学級用） 

 

【特別支援教育部会の 

専門調査員の構成】 

座 長：市町村立学校長 １名 

調査員：市町村立学校教員５名 

県立特支教員  ５名 

本庁指導主事  １名 

 計１２名 

第１回審議会で諮問（４月２３日） 

○市町村教委等に対する指導・助言又

は援助に関すること 

調査依頼 

（4 月 23 日） 

第２回審議

会で報告 

（5 月 27 日） 

第２回審議会で答申（５月２７日） 

○市町村教委等に対する指導・助言又

は援助に関すること 

① 
② 

③ ④ 
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令和８年度千葉県教科用図書採択地区 

採 択 地 区 名 所 　 属 　 市 　 郡 　 名

１ 千 葉 市 採 択 地 区 千葉市

２ 船 橋 市 採 択 地 区 船橋市

３ 葛南東部採択地区 習志野市、八千代市

４ 葛南西部採択地区 市川市、浦安市

５ 東葛飾東部採択地区 柏市、我孫子市、鎌ケ谷市

６ 東葛飾西部採択地区 松戸市、野田市、流山市

７ 印 旛 採 択 地 区 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、　

白井市、富里市、印旛郡（酒々井町、栄町）

８ 香 取 採 択 地 区 香取市、香取郡（神崎町、東庄町、多古町）

９ 海 匝 採 択 地 区 銚子市、旭市、匝瑳市

10 山 武 採 択 地 区 東金市、山武市、大網白里市 

山武郡（芝山町、横芝光町、九十九里町）

11 長 生 採 択 地 区 茂原市、長生郡 

（長柄町、長南町、睦沢町、一宮町、白子町、長生村）

12 夷 隅 採 択 地 区 勝浦市、いすみ市、夷隅郡（大多喜町、御宿町） 

13 安 房 採 択 地 区 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡（鋸南町）

14 君 津 採 択 地 区 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

15 市 原 市 採 択 地 区 市原市
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令和８年度教科用図書関係行事予定 
 

  月　日 曜 行　　事　　名 内　　　　　容 　会　　　場 開始時刻  　　備　　　　　考 
 

 4. 9 木 教科書採択に関する  採択事務に 県総合教育ｾﾝﾀ  ー 13:30  採択地区担当 15 
 協議会  ついての協議  事務所 10 　学習指導課

 

 4. 23 木  第１回選定審議会  辞令交付、 中庁舎9階 14:00  委員 18  教育長   
 【諮問】 教育庁企画管理部  学習指導課等

 指導助言に関する 会議室 

 こと等

 

 5. 1 金  専門調査員会(1)  全体会 県総合教育センター 9:30  調査員 12 学習指導課等 

   調査研究

 

 5. 7 木  専門調査員会(2)  調査研究 県総合教育センター 9:30  調査員 12 学習指導課等

 

 5. 12 火  専門調査員会(3)  調査研究 県総合教育センター 9:30  調査員 12 学習指導課等

 

 5. 18 月  専門調査員会(4)  調査研究 県総合教育センター 9:30  調査員 12 学習指導課等

 

 5. 22 金  専門調査員会(5)   調査研究 県総合教育センター 9:30  調査員 12 学習指導課等 
 ※予備日

 

 5. 27 水  第２回選定審議会 【答申】 中庁舎9階 14:00  委員 18　教育長　 

  選定資料決定 教育庁企画管理部  学習指導課等

 【諮問】 会議室 

  県立中学校の教 
  科書採択に関す 
  ること

 

 6. 5 金 教科書採択・無償給 採択・無償給与 オ ン ラ イ ン 13:30
 与事務 担当者会議 事務打合せ

 

  　※教科書展示会…６月１日から７月３１日までの任意の１４日間 

 　　　　　　　　　※教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第５条 

　　　　　　　　　２６会場（各教科書センター２４、移動展示場２） 

　　　　　　　　　　　　※会場により開始時期が異なる。詳細は後日県教育委員会 HP に公表
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令和９年度使用学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書 

 

 

１．令和９年度使用一般図書＜追加図書＞ 

No. 教科 発行者 
（書籍コード） 

図書名 
 

単価 

１ 

 
生活・社会 

あかね書房 

 

25-01-1-527 

記号とマーク・クイズ図鑑 1,500 

２ 

 
算数・数学 

太郎次郎社 

 

25-16-4-510 

スーパータイルのさんすう らくらく

算数ブック 1 

2,000 

３ 職業・家庭 

エストディ 

 

25-22-3-507 

ひとりだちするための進路学習 1,600 

４ 算数・数学 

日点 

 

25⁻T217-008 

いろんなかたちをさわってみよう―幾

何学立体教材－ 

13,000 

５ 図工・美術 

日点 

 

25-T217-009 

ふれる世界の名画集 9,000 

 

 

 

２．令和９年度使用一般図書＜削除図書＞ 

No. 教科 発行者 
（発行者コード） 

図書名 
（図書コード） 

単価 

１ 

 
国語 

ユニバーサル

絵本センター 

ユニバーサルデザイン絵本６ 

おでかけまるちゃん 

1,000 

２ 

 
算数・数学 民衆社 

さんすうだいすきあそぶ・つくる・しら

べる 2年 

1,800 
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学校教育法附則第９条第１項に規定する一般図書を選定する場合  

  

〈選定にあたっての観点〉 

１ 内容について 

 （１）障害の状態や発達の段階及び特性への配慮や工夫  

学習指導要領の各教科等の目標の達成に向けて、児童生徒の障害の状態や発達の

段階及び特性への配慮がなされているか。  

 （２）日常生活との関連 

児童生徒の障害の状態や発達の段階及び特性に応じた使い方ができ、日常生活に

必要なことが取り上げられているか。  

 （３）教材の分量 

絵と文字のバランス、学習課題となる情報の量などが適切であるか。  

 （４）学習を促す教材の配慮 

興味・関心を広げ、学習意欲を高めていけるように教材が工夫されているか。  

２ 組織・配列について 

 （１）系統性 

教科の系統性や児童生徒の発達の段階及び特性に照らし、適切な編集となってい

るか。 

 （２）学習活動上の便宜 

学習のねらいを明確にすることができ、教材の配列にも工夫があり、学習が進め

やすいように構成されているか。 

３ 表現について 

 （１）発達の段階及び特性への配慮 

児童生徒にとって用字・用語が適切で理解しやすいか。 

（２）表記・表現 

図表・写真・絵などが学習内容に適合しているか。  

（３）意匠（デザイン） 

見やすい構成で、配色や色彩が適切であるか。 

４ 造本について 

 （１）素材 

紙質がよく、印刷が鮮明で、製本が丈夫であるか。 

 （２）障害の状態への配慮 

表紙・装丁などが親しみやすく、障害の特性等に応じた工夫がされているか。  

 （３）扱いやすさ 

持ち運びやページめくりなど、大きさや扱いやすさに配慮されているか。  
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 発行者 発行者 発行者

 

     書

 名

 

  (1) (1) (1)    

       

       

 内  (2) (2) (2)     (文書スタイル)    

              ・４６字×４５行

              ・上下　２２㎜  

  (3) (3) (3)    ・左右　２０㎜   

            ・１０ポイント  

    容   　　   ・ＭＳ明朝      

 (4) (4) (4) 

    

 

 

 組  (1) (1) (1) 

     織     

 ・    

 配  (2) (2) (2) 

    列     

   

 
  (1) (1) (1) 
         
 表         
  (2) (2) (2) 

         
         
 現  (3) (3) (3) 

   
  
 

     (1) (1) (1)
     

     造
     (2) (2) (2)
     
     

    本 (3) (3) (3)
  

 
 
 備

 考
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